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図 -3.41 内視鏡診断  事例 1 
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内視鏡診断   

図 -3.42 内視鏡診断  事例 2 

部品名 羽根車
使用年数 約45年
用途 潅漑（排水用）

診断結果
羽根に損傷（欠損）
が発生している

部品名 羽根車
使用年数 約43年
用途 潅漑（排水用）

診断結果
羽根先に異物接触に
よる損傷が発生して
いる

部品名 羽根車
使用年数 約43年
用途 潅漑（排水用）

診断結果
羽根表面に腐食が
発生している

部品名 羽根車摺動部
使用年数 約37年
用途 潅漑（揚水用）

診断結果 良好な状態

部品名 吸込ケーシング
使用年数 約40年
用途 排水（河川排水用）

診断結果
内面全体に腐食が
発生している

部品名 ケーシング
使用年数 約37年
用途 潅漑（排水用）

診断結果
摺動面に摺動摩耗
が発生している
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5）絶縁抵抗測定  

①  目的  

電動機等の電源設備は大地及び線間相互を絶縁し、使用している。万一絶

縁が悪くなると漏れ電流によって、感電や火災等の危険が発生する。  
絶縁抵抗測定は、電源設備の絶縁抵抗値を定期的に測定することで、絶縁

抵抗状態を的確に把握することが目的である。  
 

②  計測機器  

・絶縁抵抗の計測は、JIS C 1302-2014 絶  

縁抵抗計（電池式）によって性能等が規定

されている絶縁抵抗計を使用する。  

・絶縁抵抗の計測前には、絶縁抵抗計の電池

の消耗度をチェックし、適切に校正された

ものであることを確認する。  
 
③  計測箇所、位置  

・監視操作制御設備及び現場機器（電動機を

有する稼働機器等）を計測する。  

・計測位置は、端子台と接地端子間とし詳細

は計測方法に示す。  
 

④  計測単位  

計測値の単位は「ＭΩ」とする。  
  

図 -3.44 絶縁抵抗計測  

図 -3.43 絶縁抵抗計測  

絶縁抵抗測定  
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⑤  計測方法、時期、タイミング  

以降に、測定作業の手順を示す。  

表 -3.26 絶縁抵抗測定 作業手順  

作業手順 作業内容 

①準備 

・検電器を使用して計測箇所の電源が遮断されていることを確認する。 

・計測する回路により適切な定格計測電圧を選択する。 

・絶縁抵抗計のバッテリーチェック用のスイッチを押し、電池の残量を

確認する。 

・計測用リード線を短絡して計測スイッチを押し、絶縁抵抗計の指針が

「零」を示すことを確認する。 

・計測用リード線を開放して計測スイッチを押し、絶縁抵抗計の指針が

「∞（無限大）」を示すことを確認する。 

②計測 

・機器停止時に計測する。 

・計測する回路の開閉器を開放する。 

・検電器を使用し、絶縁抵抗を計測する対象物が無電圧であることを確

認する。 

・接地線に絶縁抵抗計の接地極を接続する。 

・絶縁抵抗を計測する。 

③復旧 

・計測した回路等の充電部を接地して電荷を開放する。 

・保護装置の復旧を行う。 

・検電器を使用し、電圧が復旧していることを確認する。 

 

⑥  留意事項  

・絶縁抵抗の計測には、絶縁抵抗計測と絶縁耐力試験がある。電気設備技 

術基準（通商産業省令第 52 号(平成 9 年 3 月 2 日)）(以下電気設備技術基準

とする)では低圧電路の絶縁抵抗値の規定があるが、高圧・特別高圧の電路

や機器については絶縁抵抗の規定はなく、絶縁耐力試験が規定されてい

る。しかし、絶縁耐力試験は機器の使用電圧を超える高い電圧を印加する

ため、これを繰り返すと機器・配線の絶縁を破壊してしまうおそれがあ

る。したがって、高圧電気設備の新設時、増設時あるいは修理再使用時等

に絶縁耐力試験を行い、定期点検・整備時には日本工業規格等で定められ

た方法により絶縁抵抗の計測を行うことが一般的である。なお、特別高圧

受電設備の絶縁状態の計測は、メーカーの取扱説明書を基に行い、基準値

以上であることを確認する。  
 

絶縁抵抗測定  
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・用排水機場を全停電にするには、電気主任技術者に依頼することになる。

通常は、電気保安協会に委託しており、この絶縁抵抗測定に関する全停

電、復旧作業も依頼することが望ましい。  
・保安協会では、年次点検作業の一環として、用排水機場内の電動機の絶縁

抵抗を測定しているため、このデータを流用することも有効である。  
・絶縁抵抗計の定格電圧は、計測電路の定格電圧に近い上位の電圧を選ぶ。

絶縁抵抗計の定格電圧の使用例を表-3.27 に示す。  
 

 
定格計測電圧  一般電気機器  電気設備・電路  

25V 
50V 

電話回線用機器及び防爆機

器の絶縁計測  
電話回線電路の絶縁計測  

100V 
125V 

制御機器の絶縁計測  100V 未満の低圧配電配線及び機

器等の維持・管理のための絶縁

計測  
250V 低圧配電線路・機器の絶縁

計測  
200V 以下の低圧電路及び機器等

の維持・管理のための絶縁計測  

500V 新設の配電線電路の絶対計

測 600V 未満の回路  
600V 未満の低圧電路及び機器等

の維持・管理のための絶縁計測

100V・200V・400V 配電路の竣

工時の絶縁計測  
1000V 600V を超える回路・機

器・設備の絶縁計測  
常時使用電圧の高い高電圧設備

（例えば、高圧ケーブル、高電

圧機器、高電圧を使用する通信

機器、電路等）の絶縁計測  
 

・最近の操作制御設備にはプログラマブルロジックコントローラ（PLC）、

演算処理装置、変換器、CCTV 装置、伝送装置等の弱電機器が多数採用さ

れている。これらの半導体基板の入出力部には高電圧に耐えられないもの

があるため、各機器の取扱説明書あるいはメーカーに相談し、絶縁抵抗の

計測方法を決定しておく必要があるので注意する。  

・絶縁抵抗値は、計測時の周囲温度、湿度及び塵埃の付着状況によって変化

する。一般的に温度、湿度が高いほど又は塵埃の付着量が多いほど絶縁抵

抗値は低下する。したがって、機器絶縁体の真の抵抗値を計測するために

は、機器表面の塵埃を清掃した後に行う必要がある。また、絶縁抵抗値の

良否判定の材料として温度、湿度を計測しておく必要がある。  

表 -3.27 絶縁抵抗計の定格計測電圧の主な使用例  

絶縁抵抗測定  
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⑦  管理基準及び評価  

・絶縁抵抗値は、電気学会 JEC-2100-2008(回転電気機械一般)及び JEC-

2137-2000(誘導機)に準ずるものとし、高圧電動機の場合、(kV+1)MΩ
以下となり、これを絶縁抵抗判定基準値（取替目安値）とする。ここで、

kV は定格電圧である。  
・低圧電動機の場合は、JIS-C-4210 により 1MΩ 以下とする。なお、絶縁

抵抗値の判定は、過去の計測履歴を参考として、減少傾向を示し始めた時

で判定する。また、低圧電動機は 5MΩ 以下になったら整備することが望

ましい。  
・絶縁抵抗の管理基準は、表-3.28 に準ずる。  

 
 

 

⑧  資格  

・絶縁抵抗を測定するために必須の資格や協会等の技能資格はないが、通電

中の調査であるため、電気技術者が測定することが望ましい。  
・高圧受電、特別高圧受電設備は、専門技術者（高圧・特別高圧電気取扱

者）が電気主任技術者の指導のもと実施する。  
 

⑨  概算調査費用  
 農林水産省土地改良工事積算基準（施設機械）令和 2 年度版  
 P.614 絶縁抵抗の確認  100 台 技術者 2.5 人 技術員 2.5 人  
      → 0.05 人 /箇所、 15～30 分 /箇所  

項  目  区  分  判定基準値  摘  要  

絶縁抵抗  

低圧  1MΩ 以下  (JIS-C-4210) 500V メガ  

高圧 (3kV 級 ) (kV+1)MΩ 以下  

kV : 定格電圧  

1,000V メガ  

高圧 (6kV 級 ) 1,000V メガ  

表 -3.28 絶縁抵抗判定基準値  

絶縁抵抗測定  



3-65 

6）接地抵抗測定 

①  目的  

電気設備・機器の一部を大地に接続することを接地（アース又はグランド  
ともいう）と呼んでいる。接地されていることで、機器の絶縁不良等で生じ  
る漏電の際、漏電電流がアースを通り大地に流れることで、人体への危害及  
び、機器の損傷を防止することができる。  

接地抵抗測定は、電気設備の接地抵抗値を定期的に測定することで、接地

抵抗状態を的確に把握することが目的である。  
 

②  計測機器  
・接地抵抗計は JIS-C1304-1995 により性能等が規定されており、電位

差計式（置換式）と電圧降下式（定電流式）がある。  
・電位差計形式接地抵抗計が多く使用されており、電圧降下式は広範囲な

抵抗に対する定電流電源が容易に得られない等の理由であまり普及して

いない。  
・接地抵抗の計測前には、使用する接地抵抗計が適切に校正されているこ

とを確認する。  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

ｖ  

接地抵抗測定  

図 -3.45 
電位差計式（置換式）  

接地抵抗計  

図 -3.46 
電圧降下式（定電流式）  

接地抵抗計  

図 -3.47 接地抵抗計の例（電位差計式）  
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③  計測箇所、位置  

・接地抵抗の計測方法は、

①電極を 3 本接地する三

極法による計測（精密測

定法）と、②電極を 2 本

接地する二極法による計

測（簡易測定法）の 2 種

類がある。  
・ポンプ設備の場合、数種、数箇所の接地線を要するため、上図のような接

地端子箱が設けられ、補助接地棒が常設されていることが多い。このよう

な場合、三極法によって接地抵抗の計測を行う。  
・二極法は補助接地棒が常設されていない場合や床面がコンクリート等のた

め補助接地棒が打ち込めない場合の 100Ω 以下の第 D 種接地工事の抵抗値

を水道管等あらかじめ抵抗値が分かっているものを補助極として利用し、

抵抗値を簡易に計測する方法である。  

④  計測単位  

計測値の単位は「Ω」とする。  

⑤  計測方法 (作業手順 ) 

以降に、測定作業の手順を示す。  

表 -3.29 接地抵抗測定 作業手順（三極法）  

作業手順  作業内容  

①準備  

・被計測接地板に関係する負荷機器が

停止状態であることを確認する。  
・被計測接地板からの接地線を機器か

ら外し、計器の端子Ｅに接続する。  
・接地板から直線距離で 10m、20m

離れた位置に補助接地棒を埋め込

み、それぞれの計器の P、C 端子に

接続する。  
・接地抵抗計の切替スイッチを「電池

チェック」にして計測スイッチを押

し、指針がバッテリーチェックの枠内にあることを確認する。  

②計測  

・接地抵抗計の切替スイッチを「電圧計測」にして地電圧を計測する。  
・接地抵抗計の切替スイッチを「接地抵抗」にして検流計のバランスを

とりながらダイヤルを調整する。検流計が零を示した時のダイヤル指

示値が接地抵抗値となる。  

図 -3.48 接地端子箱  図 -3.49 接地抵抗の計測

接地抵抗測定  

(P) (E) (C) 

接地抵抗計  被測定  
接地極 E 

10m 
く ら い 離 す  

10m 
く ら い 離 す  

接地抵抗計の「E」「P」「C」を  
それぞれの接地極に接続する  

補助設地極  
P(電圧用 ) 補助設地極  

C(電圧用 ) 
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表 -3. 30 接地抵抗測定 作業手順（二極法）  

作業手順  作業内容  

①準備  

・接地抵抗計の計測端子 P と C を短絡

する。  
・短絡した端子からのリード線を、水道

管等に接続する。  
・接地抵抗計の計測端子 E を、計測し

ようとする接地極に接続する。  
・接地抵抗計の切替スイッチを「電池チ

ェック」にして計測スイッチを押し、

指針がバッテリーチェックの枠内にあることを確認する。  

②計測  

・接地抵抗計の切替スイッチを「電圧計測」にして地電圧を計測する。  
・接地抵抗計の切替スイッチを「接地抵抗」にして検流計のバランスをと

りながらダイヤルを調整する。検流計が零を示した時のダイヤル指示値

が接地抵抗値となる。  

⑥  留意事項  
・地絡電流の発生による電位上昇、混触による低圧電路への高電圧の侵入、

また絶縁が破壊された電気機器への接触等による人体への危害及び物件の

損傷を防止するため、A 種～D 種の接地工事が電気設備技術基準に定めら

れている。接地抵抗は、接地極の形状、土壌の種類、地下水の変動等によ

って変化することがあるため、設置工事直後だけでなく定期的に計測を行

い、管理する必要がある。各接地工事の適用を表-3.31 に示す。  
・揚排水機場では、これ以外に計装用接地工事が施工されることが多いが、

接地工事の種類（D 種又は C 種）については計装機器メーカーによって異

なることがあるので確認が必要である。  
 

※電気設備の技術基準の解釈【経済産業省 HP 電気事業法 技術基準 参照】 

電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年通商産業省令第 52 号）に定める技術

的要件を満たすものと認められる技術的内容をできるだけ具体的に示したものである。  
  

接地工事の種類  適 用  

A 種接地工事  

特別高圧計器用変成器の 2 次側電路、特別高圧又は高圧用機器の鉄

台等に施設する。  
特別高圧及び高圧の電路に施設する避雷器には、他の A 種接地とは

分離し単独に施設する。（42 条）  
B 種接地工事  特別高圧又は高圧が低圧と混触するおそれがある場合に低圧電路の

保護のために施設する。  
C 種接地工事  300v を超える低圧用機器の鉄台等に施設する。  
D 種接地工事  300v 以下の低圧用機器の鉄台等に施設する。  

表 -3.31 接地工事の適用（電気設備の技術基準の解釈※17,28,29 条を加工）  

接地抵抗測定  

被測定  

設地極 E 

金属製  

水道管  

(E) 
(P) 
(C) 

大地  

接地抵抗計  
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⑦  管理基準  

接地抵抗は絶対評価を基本とし、管理基準は“電気設備の技術基準の解

釈”（経済産業省令に基づく規定）に従い、表-3.32 のとおりとする。  
 

 

 

⑧  資格  
・接地抵抗を測定するために必須の資格や協会等の技能資格はないが、通電

中の調査であるため、電気技術者が測定することが望ましい。  
・高圧受電、特別高圧受電設備は、専門技術者（高圧・特別高圧電気取扱

者）が電気主任技術者の指導のもと実施する。  
 

⑨  概算調査費用  
農林水産省土地改良工事積算基準（施設機械）令和 2 年度版 P.614  
※絶縁抵抗の確認を参考  100 台 技術者 2.5 人 技術員 2.5 人  

      → 0.05 人 /箇所、15～30 分 /箇所  
  

接地工事の種類  接地抵抗値  
A 種接地工事  10Ω 以下  
B 種接地工事  変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の 1 線地絡電流のアンペア数で

150(変圧器の高圧側の電路又は使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧側

の電路と低圧側の電路との混触により低圧電路の対地電圧が 150V を

超えた場合に、1 秒を超え 2 秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧

が 35,000V 以下の高圧電路を遮断する装置を設けるときは 300、1 秒

以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧電路

を遮断する装置を設けるときは 600)を除した値に等しいオーム数以下  
C 種接地工事  10Ω 以下（低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に 0.5 秒

以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは 500Ω 以下）  
D 種接地工事  100Ω 以下（低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に 0.5 秒

以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは 500Ω 以下）  

表 -3.32 接地抵抗値（電気設備の技術基準の解釈 17 条を加工）  

接地抵抗測定  
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7）電流、電圧測定 

①  目的  

電動機の電流・電圧が変化すると電動機の特性値は変化する。電流値の定

格値超過は、電動機の過電流から焼損に至ることもある。また、定常運転に

おける断続的異常電圧降下は、電動機の温度上昇やトルクの減少が生じる。 
電流値を計測することは電動機を保護することになるが、ポンプの運転状

態を把握することにもなる。  
電流、電圧測定は、電動機の電流、電圧値を定期的に測定することで、電

動機の不具合の状態を的確に把握することが目的である。  
 

②  計測機器  

・電流値は、盤面に電流計が設置されている場合当該指示値を記録するもの

とするが、電流計がない場合クランプメータを使用する。  
・電圧値は、盤面に電圧計が設置されている場合当該指示値を記録するもの

とするが、各負荷機器に印加される電圧を計測する場合テスタを使用す

る。  

 
③  計測箇所、位置  

操作盤内の電動機端子台で計測する。  

④  計測値の単位  
電流の計測値の単位は「A」とする。電圧の計測値の単位は「V」とする。  

⑤  計測方法、時期、タイミング  
・電流値は、操作盤内の計測対象ケーブルをクランプで挟んで計測する。  
・電圧値は、テスタを使用し、対象機器の線間電圧を計測する。  
・計測時期、タイミングとしては、運転動作完了後、電流値が安定してから

計測する。  
 

ｖ  

図 -3.50 盤面計器による測定  図 -3.51 テスタによる

電圧測定  図 -3.52 
クランプメータ  
による電流測定  

電圧測定   

電流測定   
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⑥  留意事項  

・水中モータポンプ等の電流を計測する場合、電流値は水位条件により変化

するため、運転条件として内外水位を確認する。  
・電圧が低い又は高い場合は、電力会社供給電圧が異常の可能性がある。  

   
⑦  管理基準  

・電流値が定格電流以下であることを確認する絶対評価を基本とする。ここ

で、受電状況や運転水位、回転数などを把握した上で、評価することが重

要である。  
・負荷機器の性能低下に伴い電流値低下、駆動系統の劣化に伴う電流値上昇

等の特徴を活かした傾向管理が有効であり、次の機器については傾向管理

を行うものとする。  
水中ポンプ、主電動機（主ポンプ駆動用電動機）  

・電圧値についても、定格電圧であることを確認する絶対評価を基本とす

る。  
 

⑧  資格  
・電流、電圧測を測定するために必須の資格や協会等の技能資格はないが、

通電中の調査であるため、電気技術者が測定することが望ましい。  
・高圧受電、特別高圧受電設備は、専門技術者（高圧・特別高圧電気取扱

者）が電気主任技術者の指導のもと実施する。  
 

⑨  概算調査費用  
農林水産省土地改良工事積算基準（施設機械）令和２年度版 P.614  
電流の確認  100 台：技術者 2.5 人、技術員 2.5 人  

→ 0.05 人 /箇所、15～30 分 /箇所  
 

  

電圧測定   

電流測定   
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8）回転数測定  

①  目的  
電動機の回転数の異常な変化は、吐出量等のポンプ性能の低下を引き起こ

すおそれがある。  
回転数を測定することにより、回転体のアンバランス、ライニングの接触、

軸受損傷等の不具合を発見することが目的である。  

②  計測機器  
非接触式の回転計を使用する。  

③  計測箇所、位置  
・ポンプ主軸露出部の計測できる箇所で計測す

る。  
・主軸露出部が少なく計測が困難な場合は、軸継

手等で計測する。  

④  計測単位  
計測値の単位は「min-1」とする。  

⑤  計測方法、時期、タイミング  
・計測する回転体に反射マークを 1 枚貼る。反射マークを貼る面は、油、

水、ほこり等の汚れを拭き取って、凹凸のないようにする。  
・電源スイッチを ON にし、投光部からの光を反射マークの位置に合わせ

計測する。  
・計測時期は、規定回転数に達した時、かつ、吐出弁の開動作が完了した

後とする。  

⑥  留意事項  
・正しいデータを得るために、1 回の計測は 3 秒以上続ける。  
・検出部と反射面との距離は、各計器の取扱説明書で確認して適切に保つ

ようにする。  
・主軸の回転数を計測する場合は、反射マークを曲面に貼ることになるの

で、計測距離が短くなることに注意する。  

⑦  管理基準  

・電動機の回転数は、電源周波数や負荷によって違うため測定時の状態も

勘案して判定する。  

ｖ  

図 -3.53 非接触式回転計  

回転数測定  
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・設置時の計測値がある場合はその結果と照合し、その差が異常に大きい

場合、設備の機能に障害が発生していると推測し判定を行う。  

⑧  資格  

回転数を測定するために必須の資格や協会等の技能資格はない。  

⑨  概算調査費用  

農林水産省土地改良工事積算基準（施設機械）令和 2 年度版 P.614 回  
転指示値の確認を参考  100 台：技術者 2.5 人、技術員 2.5 人  

→ 0.05 人 /箇所、15～30 分 /箇所  

回転数測定  
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